
長野県外に居住し、かつ長野県外の大学・専門学校・短期大学などに通う

卒業年次の学生を対象に、長野県内の企業の採用試験等に

参加するための居住地から会場までの交通費の一部を補助します！

補助します！

長野県内に就職する方に向け

ＵＩＪターン就活補助金事業

内定先の 就活でかかった交通費 を

県外からの
長野県U IJターン就活には

お金がかかる。。。

UIJターン
就活補助金

事業

補助金の対象者

※申請時に条件を全て満たす方（裏面の詳細をご確認ください）

※補助金の申請は一人 1 回に限ります

長野県内企業が実施した

県内で行われる採用試験等で

内定を得た学生

長野県外に居住し、かつ、長野県外の大学等に通学し

長野県PRキャラクター「アルクマ」
©長野県アルクマ

申請手順、お問い合わせは裏面をご確認下さい。→

申請はこちらから



UIJターン就活
補助金申請

マイページへ登録

※新規登録は「登録はこちら」
から登録をお願いします。

フォーム入力や
必要書類の

アップロードをして
申請完了！

※内定先企業の捺印が必要
な書類があります。

※申請期限は2025年3月10日
までです。

登録している
アドレスに

審査結果が到着

登録している住所に
補助金交付決定

書類が
郵送で到着

登録した口座に
補助金が入金申請はこちら

長野県UIJターン就活補助金審査事務局

（委託元）長野県 産業労働部 労働雇用課 雇用対策係  【電話】 026-235-7201　【メール】 koyotai@pref.nagano.lg.jp

この補助金の対象となる学生

•長野県外に居住し、かつ、長野県外の大学等に通学し長野県内企業が実施
した長野県内で行われる採用試験等に参加し、内定を得た学生。

•暴力団等の反社会勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

•日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配
偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

•卒業年次に行われた、県内に事業所等を有する法人等の、県内で行われた
採用活動等※に参加（公共交通機関を利用した場合に限ります）し、かつ、当該法
人等に就職することが内定（内々定を含みます。以下同じ）していること。

•卒業後に上記内定した法人等に就職し、県内に移住する意思を有している
こと。
※採用活動等とは、面接・筆記試験・内定式等をいいます。対象の活動となるかはお問合せください。

この補助金の対象となる内定先法人等

•勤務先が県内に所在すること。（配属先が県内外未定の場合は、県内への配属可
能性があれば可）

•週20時間以上の無期雇用契約に基づいて採用される見込みであること。

•「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める「風俗営業
者」でないこと。

•官公庁等でないこと。

•申請者にとって３親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を
務めている法人等でないこと。

s-nagano-pref-uij@mycallcenter.jp 0120-845-659

申請の手順

01 02 03 04

長野県内への就活で交通費がかかった

お問い合わせ 申請
はこちら

05

補助金の支給額

本補助金と趣旨を同じくする国または地方公共団体の補助
金を受給する場合は補助対象になりません。

入社予定先からの交通費補助額が1円以上ある場合は、
（基準額-入社予定先からの補助額）÷2
の金額が補助対象となります。

例）青森県に在住している場合の交通費補助額は17,500円
です。ただし内定先より交通費補助が1万円あった場合の補助
額は12,500円です。

90,000 円

35,000 円

17,000 円

24,000 円

50,000 円

90,000 円

45,000 円

17,500 円

8,500 円

12,000 円

25,000 円

45,000 円

（左記の1/2）
補助金の額基準額在住地域

北海道

東北

首都圏・東海・北陸

近畿

中国・四国

九州・沖縄




